
 

 

 

 

 

 

 

 

『きそネイチャーマイスター養成講座』を開催します 
 

○第1回　実習A「城山史跡の森の珍しい植物を観よう！」 

希少な植物が多く残る春の城山をゆっくり散策しましょう。 

◆日　　時：4月29日(水・祝日)　9:00～15:30 

◆集合場所：木曽町福島　御料館駐車場 

◆応募方法：2次元コードからお申込みいただくか、 

　　　　　　次の4点をTEL・FAX・メールいずれかの方法でお知らせください。 

　　　　　　①氏名　②住所　③生年月日　④電話番号 

◆応募締切：4月27日(月)まで 

◆参 加 費：一人　500円(町内小中学生は無料) 

 

○第2回　実習B「草原の鳥を観察しよう！！」 

　　日本に繁殖のため渡ってきた鳥をいっしょに観察しましょう。 

◆日　　時：5月9日(土)　7：20～11:00 

◆集合場所：木曽町日義　森林公園駐車場 

◆応募方法：2次元コードからお申込みいただくか、 

　　　　　　次の4点をTEL・FAX・メールいずれかの方法でお知らせください。 

　　　　　　①氏名　②住所　③生年月日　④電話番号 

◆応募締切：5月7日(木)まで 

◆参 加 費：一人　500円(町内小中学生は無料) 
 

【お問合せ先】　環境水道課　生活環境係　☎：22-3320　FAX：24-3601 
 
―――― ☆ ――― ☆――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ―――― 
 

公民館シニア講座『シニア＆サロン』を開催します 

公民館シニア講座は、概ね60歳以上の方を対象に、仲間とともに心身をリフレッシュできる学びの場として開

催します。今年度は、それぞれの公民館での開催に加え、4公民館合同での講座を実施します。地域を越えた新

しい交流の機会となりますので、お誘い合わせのうえ、是非ご参加ください。 

◆日　　時：5月13日(水)　13:30～ 

◆場　　所：木曽町文化交流センター 

◆内　　容：映画鑑賞「お終活熟春！人生百年時代の過ごし方」および茶話会 

◆申込方法：お住まいの地域の公民館へお申し込み、 

または右記二次元コードからお申し込みください。 

◆申込締切：5月1日(金) 

◆参 加 費：500円 

◆そ の 他：日義、開田、三岳地域からご参加で送迎が必要な方は、お申し込みの際に併せてご相談ください。 
 

【お申込み・お問合せ先】　木曽福島公民館　☎22-2251　日義公民館　☎26-2711 

　　　　　　　　　　　　　　　開田公民館　☎42-3331　三岳公民館　☎46-2001 
 

 ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ―― 開催のお知らせ ― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ―――

 木 曽 町 役 場 木曽町福島2326番地6 22-3000(代)

 日 義 支 所 木曽町日義1602番地 26-2301(代)

 開 田 支 所 木曽町開田高原西野623番地1 42-3331(代)

 三 岳 支 所 木曽町三岳6311番地 46-2001(代)

令和8年4月15日発行　第541号

申込はこちら 詳細はこちら

申込はこちら 詳細はこちら

申込はこちら
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『こころとからだの健康相談』を開催します 

よく眠れない、なんとなくからだの調子が悪い等、些細なことでもご相談ください。 

ご家族についての相談も受け付けています。 

◆日時・場所：4月28日(火)　9:30～11:00　役場本庁　相談室 

◆対 象 者：木曽町にお住まいの方 

◆申込締切：4月27日(月)　※完全予約制 
 

【お問合せ先】　保健福祉課　保健係　☎：22-4035 
 
―――― ☆ ――― ☆――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ―――― 
 

4月・5月『信州子ども食堂INきそまち』を開催します 

　信州子ども食堂INきそまちを開催します。併せて、家庭で消費しきれない食材

を持ち寄り、必要な方が持ち帰る取り組み「フードシェア」を行います。 

◆日　　時：4月18日(土)　11:30～、5月16日(土)　11:30～ 

◆場　　所：木曽町文化交流センター　2階 大会議室 

◆参 加 費：<子ども> 無料　<大人> 200円 

◆そ の 他：フードシェアについて、提供いただける方は、お家で消費しきれない食材(消費期限が1か月以上 

あるもの)をお持ちください。持ち帰られる方はエコバッグなど持ち帰り用の袋をご持参ください。 
 

【お問合せ先】　信州子ども食堂INきそまち 担当：甲斐　☎：090-4461-4826  
 

 

『木曽町地域公共交通協議会委員』を募集します 

木曽町地域公共交通協議会では、地域の実情に即したバスやデマンド乗合タクシーの運行内容・利用促進に関

する協議を行っていくため、地域住民代表としての公募委員を募集します。 

◆職　　務：年3回程度開催予定の協議会への出席(主に平日昼間の半日程度)。併せて分科会への出席。 

◆報　　酬：1回につき規定の額を支給します。(日額7,700円、半日額5,300円) 

※会議等4時間以内の場合は半日額とする。 

◆任　　期：委嘱の日から令和10年3月31日まで 

◆応募資格：次の条件を全て満たす方 

　(1)木曽町在住で18歳以上の方(令和8年4月1日現在) 

　(2)国、地方公共団体の議員又は常勤の公務員でない方 

　(3)平日の日中に開催される協議会及び分科会に出席できる方 

　(4)広く交通政策に対して関心があり、町の提案に対して審議いただける方 

◆募集人員：若干名 

◆応募期間：5月8日(金)　必着 

◆応募方法：応募用紙に住所・氏名・連絡先のほか、応募する動機を記入し、郵送、FAX又はメールで提出 

してください。 

尚、応募多数の場合は、書類選考させていただき、選定結果を本人宛に通知します。 

◆応募用紙：役場環境水道課又は各支所窓口、町ホームページ 
 

【ご応募・お問合せ先】　環境水道課 環境係 ☎：22-3320 FAX：24-3601(〒397-8588 木曽町福島2326-6) 
 

 

木曽福島郷土館の休館について 

昭和44年に開館した木曽福島郷土館は、施設老朽化等により令和8年4月1日

から当面の間休館とさせていただきます。再開の時期は決まっておりません。 

ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 
 

【お問合せ先】　生涯学習課　生涯学習係　☎：23-2070 

 ─── ☆ ─── ☆ ――― ☆ ――― ☆ ― 募集のお知らせ ─ ☆ ─── ☆ ─── ☆ ─── ☆ ───

 ─── ☆ ─── ☆ ――― ☆ ――― ☆ ― その他のお知らせ ─ ☆ ─── ☆ ─── ☆ ─── ☆ ───



御料館会議室の使用料について 

令和8年4月1日から、御料館(旧帝室林野局木曽支局庁舎)の会議室・応接室の利用が、下記の通り有料とな

ります。使用には予約申請が必要となりますので、教育委員会生涯学習課までお申し込みください。 

◆利 用 料：【会議室】 1時間600円　　【応接室】 1時間300円 

 

【お問合せ先】　生涯学習課　生涯学習係　☎：23-2070 
  
―――― ☆ ――― ☆――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ―――― 
 

木曽みたけ診療所・木曽ひよし診療所の5月診療日について 

5月の診療日は、下記のとおりです。都合により、休診となる場合もございますので、お電話で予約のうえお

越しください。(診療日以外は、留守番電話の対応となりますので、ご承知おきください。) 
 

 
 

【お問合せ先】　木曽みたけ診療所　☎：46-2266　　木曽ひよし診療所　☎：26-2001 
 
―――― ☆ ――― ☆――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ―――― 
 

軽自動車税の納期限について 

4月1日時点で原動機付自転車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、軽自動車を所有している方には、5月7

日(木)以降に納税通知書が届きます。スマートフォンアプリ、クレジットカード、金融機関、郵便局、コンビニ

エンスストア 又は 役場本庁、各支所窓口で納付してください。 

◆納付期限：6月1日(月)まで 
 

軽自動車税の減免申請について 

身体障がい者等の車両は、減免対象となる場合があります。減免を受けるためには申請が必要となりますので、

期限内の申請をお願いします。 

◆減免対象：障がい者が所有する車両 又は 障がい者の同一生計者の車両　 

※詳細な減免要件はお問合せください 

◆減免申請期限：納税通知書到着後から5月25日(月)まで(期限厳守) 
 

軽自動車税の納税証明書について 

二輪小型・三輪・四輪の軽自動車税(種別割)の納付状況がオンラインで確認でき、継続検

査時の納税証明書の掲示が原則不要となりましたので、納税証明書の送付は行いません。 
 

【お問合せ先】税務会計課 税務係 ☎:22-4282 
 
―――― ☆ ――― ☆――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ―――― 
 

役場からの配布物について 

町や関係機関からの配布物について、令和8年2月から試験的に月1回のみの配布としていましたが、令和8

年4月からは本格運用として引き続き月1回の配布とさせていただきます。町からの情報発信として、ホームペ

ージ、公式LINE、木曽防災・暮らしの掲示板等でデジタル配信をしておりますので、 

ぜひご活用ください。 

◆配 布 日：毎月15日(15日が休日の場合はその直前の平日) 

※8月はお盆と重なるため、20日配布の予定です。 

 

【お問合せ先】　総務課　情報係　☎：22-4280 

診療所名 診療日 診療時間 休診日・その他

木曽みたけ診療所 毎週月・火・水曜日
●休診日：25日(月)・19日(火)午後のみ
●緊急当番医：24日(日)　●27日(水)14:30～15:30の間は休診

木曽ひよし診療所 毎週木・金曜日
●休診日：1日(金)・14日(木)・22日(金)・29日(金)
●7日(木)13:30～15:00と21日(木)13:30～15:30の間は休診

9:00～12:00
13:30～16:30
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2026木曽町生活支援商品券の2次販売について 

抽選により当選された方を対象に『2026木曽町生活支援商品券』を2次販売します。 

◆販売日時・場所： 
 

　　 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆購入方法：4月中旬に商工会から届く【当選通知】と現金を持参のうえ、 

上記の日時・場所で購入いただけます。 

◆注意事項：・当選券に記載の購入冊数の変更・分割購入はできません。 

・先着ではありません。 

　　　　　　・当選通知をお持ちいただければ、代理の方でも購入できます。 

　　　　　　・当選通知は4月27日(月)19:00をもって無効となります。 
 

【お問合せ先】　木曽町商工会　☎：22-3618　　観光商工課　☎：22-4285 
 
―――― ☆ ――― ☆――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ―――― 
 

【事業者向け】木曽町商工会物価高騰等対策支援金について 

木曽町商工会では、仕入れ原材料やエネルギー価格をはじめとした物価高騰等による影響を受けている事業者

に対して、国の物価高騰等地方創生臨時交付金を活用して支援金を給付します。 

◆支援内容：支援金は、直近2年(期)分の決算書等で仕入れ原材料費、水道光熱費、ガソリン代等を比較して 

物価高騰等の影響による経費増額分に対して次の区分により給付します。 

   
◆申請方法：支援金給付申請書ほか必要書類を添付して木曽町商工会に提出してください。 

※会員･非会員、個人･法人によって添付する必要書類が異なりますので、木曽町商工会ホーム 

ページをご確認いただくか、直接お問合せください。 

◆申請期間：【会員】6月30日(火)まで　　　【非会員】4月20日(月)～6月30日(火) 
 

【お問合せ先】　木曽町商工会　☎：22-3618 
 
―――― ☆ ――― ☆――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ―――― 
 

令和8年度　高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用補助について 

高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種対象者に費用補助を実施します。 

65歳のお誕生日を過ぎた時期に個人宛ての通知を送付します。詳細は通知でご確認ください。 

◆対 象 者：満65歳(66歳誕生日の前日まで) 

◆補助金額：一人5,220円(生活保護世帯は全額補助) 

◆窓口自己負担額：6,000円前後(補助額を引いた後の金額) 

◆そ の 他：65歳以外の年齢の方は、任意接種のため補助はありません。 
 

【お問合せ先】　保健福祉課　保健係　☎：22-4035 
 

商工会会員 商工会非会員
20万円未満 30,000円 27,000円
20万円以上
40万円未満
40万円以上 70,000円 63,000円

支援金額
経費増額分

50,000円 45,000円

販売日 場所 時間
4月23日(木) 日義支所･開田支所･三岳支所 10:00～16:00

木曽町商工会館(木曽町福島6442-6) 9:00～19:00
4月24日(金) 日義支所･開田支所･三岳支所 10:00～16:00

木曽町商工会館 9:00～19:00
4月25日(土) 木曽町役場　本庁 9:00～15:00
4月26日(日) 木曽町役場　本庁 9:00～15:00
4月27日(月) 木曽町商工会館 9:00～19:00



帯状疱疹ワクチン定期予防接種の補助について 

帯状疱疹ワクチンの定期予防接種の接種補助を実施します。令和8年度の対象の方には4月上旬に個人通知し

ました。詳細は、個人通知をご確認ください。 

◆対 象 者：・65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方(令和9年3月31日現在) 

・60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な 

程度の障害を有する方(※窓口申請必要) 

◆補助期間：令和9年3月31日まで 

◆そ の 他：・65歳以上の方については、5歳年齢ごと(65、70、75、80、85、90、95、100歳)に 

5年間(令和7～11年度)の経過措置があります。対象となる年度当初に個人通知を送付します。 

　　　　　　　・過去に接種を受けた方で、医師が今回の接種を必要であると認めた場合のみ定期接種の対象と 

なります。医療機関へご相談ください。 
 

【お問合せ先】　保健福祉課　保健係　☎：22-4035 
 
 

 

マイナンバーカードに関するお手続きのご案内 

マイナンバーカードの受取は、事前の連絡をお願いします。また、休日は予約制となります。 

受取り以外の手続きは支所でも行えますのでご利用ください。 

◆マイナンバーカード窓口開設日等： 

◆持 ち 物： 

◆受付窓口：本庁町民課(受取・申請・更新)、各支所(申請・更新) ※必ず事前にご連絡ください。 

◆そ の 他：・4～5月は窓口が大変混み合います。予約時間どおりにご案内できない場合がありますので、 

時間に余裕を持ってご来庁ください。交付まで可能2週間以上かかります。 

・マイナ免許証への切替えを検討している方は、余裕を持って申請してください。 

・転出手続はマイナンバーカードを使ってマイナポータルから行うことができ、 

来庁する手間が省けます。ぜひご利用ください。 

※新しい住所地で転入手続を行う前に申請を済ませてください 

 

【お問合せ先】　町民課☎：22-4281　日義支所☎：26-2301　開田支所☎：42-3331　三岳支所☎：46-2001

 ― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ―― マイナンバーカード ― ☆ ――― ☆ ――― ☆ ――― ☆ 

 場　所 日にち【 5月 】 時　間 備　考
 

本　庁

平日 月曜～金曜(祝日を除く) 10:00～16:00
 

休日 9日(土)・24日(日) 9:00～12:00
予約の状況により開設時間を短縮しま

す。
 支　所 平日 月曜～金曜(祝日を除く) 9:00～15:00 申請・更新のみ

 内　容 必要な書類 備　考
 受　取 役場からの通知、本人確認書類、通知カード　など 予約時にお問い合わせください。
 

申　請 申請書、本人確認書類
申請書が見当たらない場合は、事前にご

相談ください。

マイナポータルを利用した 
転出手続きの詳細はこちら ⇒


